
 

 

 

富里市 
記 者 会 見 資 料 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ３ 日 

 

野生鳥獣による農産物被害対策の更なる強化を図り、鳥獣害対策をより効果的

かつ効率的に進めるため、千葉県内の市町村でも例がない野生鳥獣被害対策を 

専門に担う職員を配置します。 

   

野生鳥獣被害対策補助員を配置 

～～ 農産物被害対策の更なる強化  ～～ 

 

 

 

 

 

 

１ 任用形態  会計年度任用職員 

２ 任用期間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日（予定） 

３ 勤務形態  平日２日・土日のいずれか 1 日  ／ 年間１５６日  

４ 勤務時間  午前９時～午後５時  

５ 資  格  鳥獣対策等の業務経験が、令和８年３月末日時点で通算して 

１年以上ある方で、わな猟狩猟免許の資格を有する方  

６ 職務内容  〇野生鳥獣による被害や生息状況の調査 

〇鳥獣被害に応じた被害防止対策の立案・実施 

〇鳥獣被害対策の技術的支援 

〇地域指導、現場コーディネート 

〇地域及び地域間の取組への支援 

〇地域での組織づくりの支援 

〇捕獲支援及びサーベイランス(感染症の調査や分析依頼)等の 

支援など 

 

 

 

 

問合せ先 

担 当 経済環境部農政課農業振興班  

担当者 細野、石井 

電 話 ０４７６－９３－４９４３【直通】 

ＦＡＸ ０４７６－９３－２１０１ 

メール nousei＠city.tomisato.lg.jp 

～心ひとつに 未来に向かって飛び立つ 躍動のとみさと～ 
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